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１．Cellsドライブツールインストール
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1. 台帳MENU画面の「ツール」をクリッ
クします。

2. サポートツール内にある「Cellsドライ
ブツールのインストール」をクリック
します。

3. インストーラーが起動しますので、内
容を確認し、「次へ」をクリックしま
す。インストーラーがいったん消え、
再表示までに約２分ほどかかりますの
で、そのままお待ちください。

4. 再度表示されたことを確認し、「完
了」ボタンをクリックするとインス
トール完了です。
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●Cellsドライブを使⽤する際に必要なツールです。ご利⽤になる各パソコンごと、すべてにインストールしてください。
●インストーラーが起動する前にユーザーアカウント制御が開くことがあります。その場合は恐れ入りますが、「はい」もしくは「実
⾏」をクリックします。



２．Cellsドライブ閲覧方法（ログイン）

4

1. Cellsドライブの管理サイトである「Cells
ドライブマイページ」にログインするには、
https://mypage-sr.cells.jp/Login にアクセス
します。

2. Cellsドライブマイページログインが表示さ
れましたら、通知書に書かれている「ユー
ザーNo」・「パスワード」を入⼒し、「ロ
グイン」をクリックします。

※次ページへ

12345678901

C1e2l3l4s

info@cells.co.jp

12345678901

C1e2l3l4s

info@cells.co.jp

通知書（はがき）

通知書（⽤紙）

●Internet Explorer 11・Chrome 最新版のご利⽤を推奨いたします。推奨環境以外でのご利⽤は正しく表示されない場合があります。
●ログインができない場合はサーバーが⼀時停⽌しているか、保守契約期間が満了していることが考えられます。



2．Cellsドライブ閲覧方法（利⽤規約）
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初回ログイン時には「Cellsドライブ利⽤
規約」が表示されます。内容をよくお読
みいただき、「同意する」をクリックし
ます。

●Cellsドライブを使⽤するには、「Cellsドライブ」利⽤規約に同意する必要があります。「同意しない」をクリックするとログイン画
面に戻り、Cellsドライブを利⽤することができません。
●「同意する」とした場合は次回以降利⽤規約は表示されなくなります。※ただし、保守契約再更新時や利⽤規約改定時には再度表示
されます。



3．Cellsドライブ設定の確認・編集（１）
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Cellsドライブ設定内容の確認・編集を⾏うには
「設定情報の確認・編集」をクリックします。

※次ページへ



3．cellsドライブ設定の確認・編集（２）
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1. ユーザーNoが通知書のユーザーNoと同⼀か
確認します。

2. 「Cellsドライブアクセスキー」を確認しま
す。

3. 「DLファイルパスワード」を確認します。
このパスワードは事業所マイページの「ツー
ル」にあるzipファイルをダウンロードし、
解凍するために必要です。

4. 「社名/事業所名」を確認します。「社名/事
務所名」は編集が可能です。

5. 「管理者メールアドレス」を確認します。
「管理者メールアドレス」は編集が可能です。

6. 編集した場合は「確認画面へ」をクリックし、
登録します。

●「ユーザーNo」は変更できません。通知書と異なるユーザーNoが表示されている場合はセルズまで問い合わせください。
●「Cellsドライブアクセスキー」は台帳と事業所Cellsドライブを接続するためのキーになります。こちらも変更できません。
●「DLファイルパスワード」は変更できません。「株式会社セルズ」がパスワードを変更することがありますので、ご注意ください。
●「管理者メールアドレス」はログインパスワード紛失時の連絡先メールアドレスになります。
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4．従業員アカウントの発⾏
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「台帳」からマイナンバー等を入⼒・閲覧・削
除できる社労士事務所の従業員アカウントの発
⾏を⾏います。「従業員アカウント」をクリッ
クします。

※次ページへ



●IDは最大50文字です。
●パスワードを入⼒しなかった場合は⾃動で設定されます
●社労士事務所の従業員が⻑期休業される等、⻑期間Cellsドライブにアクセスしない場合、当該従業員のアカウントを⼀時的に「無
効」にできます。

4．従業員アカウントの発⾏（追加①）
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1. 新規従業員を登録するには「従業員アカウ
ント追加」をクリックします。

2. 使⽤したい「ID」を入⼒します。

3. そのIDを使⽤する従業員の「名前」を入⼒
します。

4. パスワードを設定します。

5. その従業員IDの「有効」「無効」状態を決
めます。

※次ページへ
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4．従業員アカウントの発⾏（追加②）
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1. 機密データ取扱い権限の「有効」「無効」を
決めます。

2. 「確認画面へ」進み入⼒内容を確認し追加し
ます。

●「有効」︓台帳へのマイナンバー入⼒、ファイルの取得、機密文書への登録・閲覧、マイナンバーの削除等の権限を有しています。
●「無効」︓台帳へのマイナンバー入⼒、ファイルの取得、機密文書への登録・閲覧、マイナンバーの削除等の権限がありませんが、
⼀般扱いになったファイルについては閲覧可能です。
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5．事業所アカウントの発⾏

11

顧問先からアクセスしてもらう事務所マイペー
ジを作成するため、必要なアカウントの発⾏を
⾏います。「事業所アカウント」をクリックし
ます。

※次ページへ

●事業所アカウントは⼀つの台帳（事業所ファイル）に対して1つのアカウントを発⾏します。台帳で事業所ファイルを2つに分けて使
⽤している事業所がある場合は、事業所アカウントも2つに分けてお使いください。



5．事業所アカウントの発⾏（追加１）
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1. 新規事業所を登録するには「事業所アカウント追
加」をクリックします。

2. 事業所IDを入⼒します。

3. 事業所名を入⼒します。※次ページの「注意点」
を必ずご確認ください。

4. その事業所IDの「有効」「無効」状態を決めます。

5. パスワードを設定します。

6. 事業所側でパスワードの変更が可能かを決定しま
す。

※次ページへ

●事業所IDとパスワードは、顧問先が事業所マイページにログインする時に使⽤するものですので、事前に顧問先にIDとパスワードの
希望を聞いておくことをお勧めします。
●事業所名に設定できるのは最大50文字です。
●再度顧問先になる可能性のある会社等で⼀時的に無効にしたい場合は、事業所マイページを「無効」に設定できます。※「無効」に
しても１アカウントとしてカウントされます。

1

2

4

6

3

5



5．事業所アカウントの発⾏（発⾏中注意点）
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事業所名について

アカウント発⾏する際の事業所名は、必ず「台帳」の会社情報に登録されている事業所名と同じ名前で作成してください。
また、事業所の名称が変更になった場合はCellsドライブの登録や台帳の登録についても必ず同じ名称に変更して登録し
てください。

こちらに登録される名前が会社情報の会社名と異なる場合（全角・半角・スペース等が異なる場合も含む）取扱状況⼀覧
に表示される事業所名が重複して表示される原因になります。誤って異なる名前を登録し、取扱状況⼀覧で名前が重複し
てしまった場合、削除はできません。登録時に必ず同じ事務所名を設定するよう注意してください。

Cellsドライブ︓事業所アカウント
台帳︓会社情報



●事業所マイページの「ツール」には、その事業所で利⽤できるさまざま書式集（入退社関係、休職復職、助成⾦⼀覧、通知書等）が
含まれています。「有効」に設定すると「ツール」ボタンが表示され、「無効」に設定すると「ツール」ボタンが非表示になります。

5．事業所アカウントの発⾏（追加２）
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1. 事業所マイページに「ツール」を表示するか決
めます。

2. 「確認画面へ」進み入⼒内容を確認し追加しま
す。
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5．事業所アカウントの発⾏（ID通知書の発⾏）
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1. 「表示」ボタンをクリックすることで、
その事業所の「事業所マイページ」にロ
グインするための「Cellsドライブアク
セスキー」「事業所ID」「パスワー
ド」「ログインURL」が記載されたID通
知書を作成できます。

2. 「印刷」から通知書を印刷できますので、
顧問先に渡してください。
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6．Cellsドライブの利⽤設定（１）
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1. Cellsドライブアクセスキーを確認し、
番号に控えます。※P7参照

2. 台帳を開き、「台帳MENU」の「事
業所情報他」をクリックします。

3. 「LiveUpdate」をクリックし、別
紙通知書に書かれている「ユーザー
No」を入⼒し、「システム起動時
に更新プログラムダウンロードす
る」にチェックを入れて閉じます。

※次のページへ
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●ユーザーNoとCellsドライブアクセスキーの組み合わせが不⼀致の場合、Cellsドライブにアクセスすることができません。

6．Cellsドライブの利⽤設定（２）
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1. Cellsドライブ設定をクリックします。

2. 前ページで入⼒したユーザーNoがあっ
ているか確認し、Cellsドライブアクセ
スキーを入⼒します。
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7．顧問先に事業所マイページを案内する方法
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1. P15で作成した通知書を顧問先に渡し、下記URLに
https://mypage-co.cells.jpにアクセスしてもらいます。

2. 通知書に書かれている「Cellsドライブアクセスキー」
「事業所ID」「パスワード」を入⼒し、「ログイン」を
クリックすると事業所マイページに入ることができます。

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

https://mypage-co.cells.jp/Login?key=○○○○&id=○○○○
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8．台帳から事業所マイページに事業所データを公開する。

1. データを公開したい顧問先の事業所ファイル
を開き、「会社情報」をクリックします。

2. 会社情報フォームの「cellsドライブ」タグを
クリックします。
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8．台帳から事業所マイページに事業所データを公開する。
1. 「アカウント情報取得」ボタンをクリックし、ID

とパスワードを入⼒します。リストボックスから
当該事業所のIDを選択し、登録をクリックします。

2. マイナンバー設定を選択します。未選択の場合は
「非公開」設定となります。

3. 個人情報公開設定は「過去3年間の退職者を含め
る」にチェックされているので、退職者データを
公開しない場合は、「退職者を除く」にチェック
します。個人情報をすべて公開する場合は「全
て」にチェックします。

4. 「公開」をクリックします。

5. 公開が完了すると公開情報が表示されます。

6. 事業所マイページメニューに、労務管理メニュー
が追加され、会社情報や個人情報の表示や社労士
事務所との連絡機能が利⽤できるようになります。

20

●個人情報を公開できるのは3000人までです。
●「台帳」で変更した個人情報を事業所マイページに反映させるには再度「公開」ボタンをクリックしてください。
●マイナンバー設定を「非公開」に設定している場合は事業所マイページ側でマイナンバーは表示されません。「閲覧のみ」の場合は、
マイナンバーは表示されますが、マイナンバーはできません。「編集可」の場合はマイナンバーが表示され、マイナンバーの変更が可
能です。
●労働者名簿の書類保期間が3年のため初期設定を「過去3年間の退職者を含める」としています。
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9．入社連絡する（事業所マイページへログインする）

21

1. https://mypage-co.cells.jpにアクセスしま
す。

2. 通知書(P.15参照)に書かれている「Cellsドラ
イブアクセスキー」「事業所ID」「パスワー
ド」を入⼒し、「ログイン」をクリックしま
す。

3. 事業所マイページが開きます。

ここからは顧問先側の操作になります。
「台帳」からテスト用の事業所ファイルとCellsドラ

イブマイページからテスト用の事業所アカウント
を発行して、入社連絡をお試しください。



９．入社連絡する（労務管理メニューを開く）

22

1. 「台帳」で公開した会社情報や個人情報を確
認する場合や顧問先が社労士事務所と連絡す
る場合は、「労務管理」ボタンもしくは「労
務管理メニュー」をクリックします。

2. 労務管理メニュー画面が開きます。



９．入社連絡する（会社情報を確認する）
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「会社情報」ボタンをクリックします。会社情報
画面が表示されます。

●社労士事務所で管理している会社の所在地、雇⽤保険番号などの内容が確認できます。社員の入社、退社、労災が起こった時
や、36協定など労務管理上の⼿続きに必要な際に利⽤します。



９．入社連絡する（社員情報を確認する）
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内容を確認したい社員の「詳細」ボタンをクリック
します。会社情報詳細画面へ遷移します。

※詳細画面では対象社員の住所等の基本情報、社会
保険、雇⽤保険、扶養者情報が確認できます。マイ
ナンバーは事業所マイページに取扱権限がある場合
のみ確認または編集が可能です。

社労士事務所で管理している社員情報が確
認できます。社員の入社、退社などで発生
する社会保険、雇⽤保険などの労務管理上
の⼿続きに利⽤しています。



９．入社連絡する（社員情報を確認する）
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1. ⽒名を入⼒し検索することで入⼒条件の対
象者を抽出します。

2. ページ番号をクリックすることで対象ペー
ジに移動します。
※表示順序は社員No順で表示します。

3. 登録してある社員のマイナンバーをCSV
ファイル出⼒でき給与計算ソフトCells給
与に取込が可能です。
※事業所マイページにマイナンバー取扱権限がない場合はボタ
ンは表示されません。

1. 「マイナンバーCSV出⼒」ボタンをクリッ
クします。

2. 画面下部に確認メッセージが表示されます。
「保存(S) ボタンの▼ 」 -「名前を付けて
保存(A)」をクリックします。

3. デスクトップなど任意の保存場所を指定し
「保存」をクリックします。

※CSV出⼒処理を⾏うとマイナンバー利⽤履歴を記録します。

mypage-co.cells.jp

※マイナンバーの確認・編集方法については下記のマニュアルをご覧ください。
https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/comypageromu.pdf
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9．入社連絡する
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新しい社員が入社した際に、社労士事務所
への入社⼿続きが⾏えます。連絡内容を元
に、雇⽤保険、社会保険の各種⼿続きを⾏
います。

1. 「入社連絡」ボタンをクリックします。入社
連絡画面へ遷移します。

2. 入社社員の社会保険及び雇⽤保険に「加入す
る」か「加入しない」を選択します。

※「加入しない」を選択した場合は、それぞ
れの対応する入⼒項目が非表示となります。

次ページへ続く

1
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9．入社連絡する

27

1. ⽒名、⽒名ﾌﾘｶﾞﾅを入⼒します。

2. 性別、生年⽉⽇を入⼒します。

3. 入社年⽉⽇を入⼒します。
※テキストをクリックするとカレンダーが表示されます。

4. 住所を入⼒します。

5. 社会保険「加入する」選択時、取得年⽉⽇、基礎年⾦番号
を入⼒します。
※テキストをクリックするとカレンダーが表示されます。

6. 雇⽤保険「加入する」選択時、取得年⽉⽇を入⼒します。

7. 予め社員Noが決まっている場合は入⼒します。

8. マイナンバーを登録する場合は入⼒します。

※次ページへ

必須入⼒項目

任意入⼒項目

●⽒名ﾌﾘｶﾞﾅは半角ｶﾅで入⼒して下さい。
●郵便番号を入⼒後「郵便番号から住所入⼒」ボタンをクリックにて該当する住所、住所ﾌﾘｶﾞﾅが設定されます。
●郵便番号入⼒時は-（ハイフン）ありで入⼒して下さい。
●基礎年⾦番号は-（ハイフン）をつけて入⼒して下さい。
●被保険者番号がわからない場合は、前事業所名を入⼒して下さい。
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9．入社連絡する

28

1. 配偶者を登録する場合は、「配偶者（扶
養家族1）」欄に入⼒します。まず「⽒
名」を入⼒します。

2. 「⽒名ﾌﾘｶﾞﾅ」を半角ｶﾀｶﾅで入⼒します。

3. 基礎年⾦番号、性別、生年⽉⽇、続柄、
年間収入、職業を入⼒します。

4. マイナンバーを登録する場合は入⼒しま
す。

5. 配偶者以外の扶養者を登録する場合は、
「扶養家族2〜扶養家族10」欄に入⼒し
ます。▼ボタンをクリックし入⼒項目を
展開します。
※▲ボタンをクリックすることで入⼒項目を収
束することが可能です。

※次ページへ

●⽒名未入⼒の場合は、他の項目が入⼒されてあっても登録内容は反映されませんので必ず入⼒して下さい。
●扶養家族欄は10名（配偶者含む）まで入⼒可能です。※扶養家族2欄から順に上から利⽤して下さい。
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9．入社連絡する

1. 社労士事務所へ伝えるコメントがある場
合には連絡コメントを入⼒します。

2. 社労士事務所へ送信する添付ファイルが
ある場合には、添付ファイルを設定しま
す。「参照」ボタンをクリックします。

3. ファイル選択画面から添付するファイル
を選択します

4. 「開く」ボタンをクリックします。

5. 添付ファイルに選択したファイルが設定
されます。

※次ページへ反映後

29
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●連絡コメントは100文字まで入⼒できます。
●添付ファイルは10MBまで添付可能です。exe、comファイル等のプログラムファイルは添付できません。
●添付ファイル保管期間は30⽇間。送信⽇時から30⽇を超えたファイルは削除されます。



9．入社連絡する
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1. 全ての入⼒が完了後、「入社連絡を送信」を
クリックします。

2. 入⼒エラーがない場合に確認メッセージが表
示され「OK」ボタンをクリックします。

3. 送信が完了すると完了メッセージが表示され
ます。続けて別の入社連絡を⾏う場合は、
「続けて入社連絡作成」ボタンをクリックし
ます。

4. 入⼒情報がクリアされた新規の入社連絡画面
が表示されます。

送信完了後

※入⼒エラーがある場合

1

2

●入⼒エラーがある場合は、エラーメッセージが表示され送信はされ
ません。エラー内容を確認して修正後、再度「入社連絡を送信」をク
リックして下さい。
●添付したファイルは、ファイル管理から確認が⾏えます。内容には、
「⽒名入⼒値 入社連絡 添付ファイル」と登録されます。
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